
平成 12 年 5 月 24 日建設省 告示第 1359 号 防火構造 の構造方法を定める件 

 

第 2 軒裏の構造方法 

 三 第１第一号ハ（3）（ⅱ）（（イ）及び（ホ）から（ト）までに掲げる構造を除く。）に定める 

防火被覆が設けられた構造とすること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：木造建築物の防・耐火設計マニュアル－大規模木造を中心として－（日本建築センター） 


